
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原動機（３）により駆動されるブロワー（５）を備え、該ブロワー（５）のファンケース
（２０）における前面側に筒状の吸込口（２５）が設けられ、該吸込口（２５）の内周側
に吸込パイプ（１０）の基端部（１０ａ）を挿入してそれらの外周側をバンド（３０）等
で締め付けることにより、前記吸込口（２５）に前記吸込パイプ（１０）が取り外し可能
に締め付け固定された手持式クリーナー（１）において、
前記吸込パイプ（１０）の前記基端部（１０ａ）に、テーパ付きの矯正補強スリーブ（１
２）を、その小径側端部（１２ｃ）を内奥側にして嵌挿したことを特徴とする手持式クリ
ーナー。
【請求項２】
前記吸込パイプ（１０）は、合成樹脂材料を素材として押し出し成形により作製されたパ
イプであることを特徴とする請求項１に記載の手持式クリーナー。
【請求項３】
前記矯正補強スリーブ（１２）の外周面に、抜け止め用の係止突起（１２ａ）が形成され
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の手持式クリーナー。
【請求項４】
前記矯正補強スリーブ（１２）の大径側端部（１２ｄ）の外径は、前記吸込パイプ（１０
）の前記基端部（１０ａ）の内径と略同径とされていることを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか一項に記載の手持式クリーナー。
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【請求項５】
前記矯正補強スリーブ（１２）の前記大径側端部（１２ｄ）に、前記吸込パイプ（１０）
の前記基端部（１０ａ）の外径と略同径の鍔状部（１２ｂ）が設けられていることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の手持式クリーナー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、清掃作業等に用いられる手持式クリーナーに係り、より詳細には、動力源とし
ての原動機を備え、例えば、落葉や塵芥等を吸い込む吸込作業と、それらを吹き寄せる送
風作業と、を選択的に行い得るようにされた手持式クリーナーに関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の手持式クリーナーの従来例を図５に示す。この手持式クリーナー１００は、例え
ば、落葉や塵芥の吸い込み作業を行う状態、言い換えれば、清掃用のバキューム機（クリ
ーナー）として使用する状態で示されており、その構成を簡略に説明すれば、本機１００
は、原動機としての空冷２サイクル内燃エンジン３と、該内燃エンジン３により駆動され
るブロワー５と、を有する本体部２を備え、図５に加えて図６を参照すればよくわかるよ
うに、前記内燃エンジン３の出力軸であるクランクシャフト３ａの一端側（正面側）に遠
心式のブロワーファン６が取り付けられている。
【０００３】
前記ブロワー５は、前記ブロワーファン６と、渦巻室を形成する前面側ケース部２１及び
後面側ケース部２２からなる二分割構成のファンケース２０を備え、前記後面側ケース部
２２の背面側には、前記内燃エンジン３のシリンダ等を覆う本体カバー２３が一体に連設
されている。
また、前記本体部２の上部に、前記クランクシャフト３ａに直交するように第１ハンドル
７が設けられ、前記内燃エンジン３の背面側に前記第一ハンドルに直交するように第二ハ
ンドル８が設けられている。
そして、前記ブロワー５のファンケース２０における前面側（前記前側ケース部２１）中
央に円筒状の吸込口２５が設けられるとともに、前記ファンケース２０の一側に吹出口２
７が設けられている。
【０００４】
前記吸込口２５には、それを覆い得る吸込口カバー１５が、ヒンジ部材１６を介して開閉
可能に、図示しないばねにより常時閉方向に不勢されて取り付けられており、図示例では
、前記吸込カバー１５を開けた状態にして、前記吸込口２５の内周側に、塩化ビニル等の
合成樹脂材料を素材として押し出し成形により製造されたパイプからなる、吸込パイプ１
０の基端部１０ａが挿入され、前記吸込口２５の外周側に掛け回された緊締バンド３０に
付随するボルト３２を締め付けることにより、前記吸込口２５に、前記吸込パイプ１０が
、取り外し可能に締め付け固定されて取り付けられている。なお、前記吸込口２５は、例
えば複数の円弧部分に分割されて、各円弧部分間に隙間（割り）２５ａが形成される等し
て、前記緊締バンド３０により窄めやすくされており、前記バンド３０が締め付けられる
ことによって、前記吸込パイプ１０の前記基端部１０ａに圧接密着するようになっている
。
【０００５】
一方、前記吹出口２７には、Ｌ字形の吹出パイプ４１が、取り外し可能に取り付けられ、
該吹出パイプ４１の下流端に、適宜の通気性を有する集塵袋４２が取り付けられ、作業者
の肩に掛けられる等されている。
このような構成を有する手持式クリーナー１００を、図に示される如くの、清掃用バキュ
ーム機として使用する場合には、通常、前記吸込パイプ１０の先端開口１０ｂから落葉等
を吸い込ませるべく、前記第一ハンドル７を左手で持ち、前記第二ハンドル８を右手で持
って、前記吸込パイプ１０を下方に向けた姿勢にする。
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【０００６】
それに対し、例えば、落葉や塵芥等を吹き寄せて集めるための、清掃用のパワーブロワー
として使用する場合には、通常、前記吸込パイプ１０を外して前記吸込カバー１５を閉じ
、前記Ｌ字形の吹出パイプ４１及び集塵袋４２に代えて、例えば、先端が偏平状に窄めら
れた吹出パイプ（図示せず）を前記吹出口２７に装着し、その吹出パイプの先端から吹き
出される空気によって、地面に落下している落葉等を吹き飛ばすべく、前記第１ハンドル
７を持って、前記吹出パイプを斜め前方下に向けた姿勢、つまり、前記本体部２を前記バ
キューム機として使用する場合に対して、鉛直面内で約９０度回転させた姿勢にする。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記した如くの従来の手持式クリーナー１００においては、前記吸込口２５に
、前記吸込パイプ１０を取り付けて清掃用のバキューム機として使用する場合に、次のよ
うな問題が生じることが明らかになった。
すなわち、前記吸込パイプ１０は、清掃作業中に、その先端開口１０ｂ（自由端）側が、
不可避的に地面や樹木等に接触し、その基端部１０ａを支点にして、こじるように振られ
たり、曲げられたりしやすい（図６の矢印Ｐ参照）。
【０００８】
このように、前記吸込パイプ１０が頻繁に振られたり曲げられたりすると、その基端部１
０ａが、前記吸込口２５に前記バンド３０で締め付け固定されている関係上、図７に示さ
れる如くに、前記基端部１０ａの末端側が窄まるように変形して抜け落ちやすくなり、該
吸込パイプ１０が、地面や樹木等に接触したとき不意に抜け落ちてしまうという問題が生
じていた。
【０００９】
このような問題を解消するための一つの方策として、前記吸込パイプに、抜け落ち防止用
の鍔状部や係止部等を一体に設けることが考えられるが、かかる方策では、吸込パイプを
、射出成形等のコストの嵩む成形法で作製しなければならず、安価な押し出し成形パイプ
を使用できないという不都合が生じる。
本発明は、前記した如くの従来の問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは
、前記吸込パイプとして、安価な押し出し成形パイプを使用でき、しかも、清掃作業中に
吸込パイプが不意に抜け落ちてしまうことを確実に防止できるようにされた手持式クリー
ナーを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成すべく、本発明に係る手持式クリーナーは、基本的には、原動機により
駆動されるブロワーを備え、該ブロワーのファンケースにおける前面側に筒状の吸込口が
設けられ、該吸込口の内周側に吸込パイプの基端部を挿入してそれらの外周側をバンド等
で締め付けることにより、前記吸込口に前記吸込パイプを取り外し可能に取り付けるよう
にされる。
そして、前記吸込パイプの基端部に、テーパ付きの矯正補強スリーブを、その小径側端部
を内奥側にして嵌挿してなることを特徴としている。
【００１１】
本発明において、前記吸込パイプとしては、好ましくは、合成樹脂材料を素材として押し
出し成形により作製された安価な押し出し成形パイプが使用される。本発明の好ましい態
様では、前記矯正補強スリーブの外周面に、抜け止め用の係止突起が形成される。
他の好ましい態様では、前記矯正補強スリーブとしては、好ましくは鋼管材等の剛性の高
い金属材料が使用され、その大径側端部の外径は、前記吸込パイプの基端部の内径と略同
径とされる。
さらに好ましい態様では、前記矯正補強スリーブの前記大径側端部に、前記吸込パイプの
前記基端部の外径と略同径の鍔状部が設けられる。
【００１２】
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前記の如くの構成とされた本発明に係る手持式クリーナーにおいては、前記吸込パイプの
基端部に、前記テーパ付きの矯正補強スリーブを嵌挿した状態で、当該吸込パイプを、前
記ブロワーの吸込口に挿入してそれらの外周側をバンド等で締め付けることにより、前記
吸込口に前記吸込パイプを取り外し可能に取り付けるようにされる。
【００１３】
ここで、前記吸込口に前記吸込パイプを取り付けて、清掃用のバキューム機として使用す
る場合において、前記吸込パイプが、清掃作業中に、その先端開口（自由端）側が地面や
樹木等に接触し、その基端部を支点にしてこじるように振られたり曲げられたりしても、
その基端部に、テーパ付きの矯正補強スリーブが嵌挿されているので、従来のもののよう
に、前記基端部の末端側が窄まるように変形することはなく、逆に、前記基端部は、前記
矯正補強スリーブの外周面に沿うように、末端側の径は殆ど変わらず、内奥側が窄まるテ
ーパー状に変形する。この場合、前記基端部は、前記吸込口に、該吸込口の外周側からバ
ンド等で窄められるようにして締め付け固定されるので、その末端側の外径は、前記バン
ド等で締め付けられた吸込口の内径よりも大きくなり、その結果、前記吸込パイプとして
安価な押し出し成形パイプを使用した場合でも、清掃作業中に前記吸込パイプが不意に抜
け落ちてしまうこと等の不都合を、確実に防止できる。
また、前記矯正補強スリーブは、特に、その大径側端部に鍔状部を設けることにより、よ
り変形しにくくなり、前記吸込パイプの補強材としての役目も果たす。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
図１～図４は、本発明に係る手持式クリーナーの一実施形態を示している。図において、
前述した図５～図７に示される、従来の手持式クリーナー１００の各部に対応する部分に
は、同一の符号を付して、それらの重複説明を省略し、以下においては、相違点を重点的
に説明する。
図示実施形態の手持式クリーナー１も、例えば、落葉や塵芥の吸い込み作業を行う状態、
言い換えれば清掃用のバキューム機（クリーナー）として使用する状態で示されており、
吸込パイプ１０の吸込口２５に対する取付構造以外の部分は、前述した図５～図７に示さ
れる、従来の手持式クリーナー１００と同一構成となっている。
【００１５】
本実施形態の吸込パイプ１０も、塩化ビニル等の合成樹脂材料を素材として押し出し成形
により作製された、円筒状のパイプであり、図１に加えて図２及び図３を参照すればよく
わかるように、その基端部１０ａに、鋼管材等の剛性の高い金属材料からなるテーパ付き
の矯正補強スリーブ１２が、その小径側端部１２ｃを内奥側にして嵌挿されている。
前記矯正補強スリーブ１２の大径側端部１２ｄの外径は、前記吸込パイプ１０の前記基端
部１０ａの内径と略同径とされており、その外周面の中間部分には、内周側から外方に向
けて打ち出された、複数個の抜け止め用の係止突起１２ａが、等角度間隔（例えば４５°
間隔）で形成され、さらに、その大径側端部１２ｄに、前記吸込パイプ１０の前記基端部
１０ａの外径と略同径の鍔状部１０ｂが一体に形成されている。
【００１６】
なお、前記吸込口２５は、図３を参照すればよくわかるように、例えば、複数の円弧部分
に分割されて、各円弧部分間に隙間（割り）２５ａが形成される等して、前記緊締バンド
３０により窄めやすくされており、前記バンド３０が締め付けられることによって、前記
吸込パイプ１０の基端部１０ａに圧接密着するようになっている。
【００１７】
このような構成とされた本実施形態の手持式クリーナー１においては、前記吸込パイプ１
０の前記基端部１０ａに、前記テーパ付きの矯正補強スリーブ１２を嵌挿した状態で、当
該吸込パイプ１０を、前記ブロワー５の前記吸込口２５に挿入して、それらの外周側を前
記緊締バンド３０で締め付けることにより、前記吸込口２５に前記吸込パイプ１０を取り
外し可能に取り付けるようにされる。
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【００１８】
ここで、前記吸込口２５に前記吸込パイプ１０を取り付けて、清掃用のバキューム機とし
て使用する場合において、前記吸込パイプ１０が、清掃作業中に、その先端開口１０ｂ（
自由端）側が地面や樹木等に接触し、その基端部１０ａを支点にしてこじるように振られ
たり曲げられたりしても、その基端部１０ａには前記矯正補強スリーブ１２が嵌挿されて
いるので、従来のもののように、前記基端部１０ａの末端側が窄まるように変形すること
はなく、逆に、前記基端部１０ａは、図４に示される如くに、前記係止突起１２ａが食い
込んで抜け止めとなるとともに、前記矯正補強スリーブ１２の外周面に沿うように、末端
側の径は殆ど変わらず、内奥側が窄まるテーパー状に変形する。この場合、前記基端部１
０ａは、前記吸込口２５に、該吸込口２５の外周側から前記バンド３０で窄められるよう
にして締め付け固定されるので、その末端側の外径は、前記バンド３０で締め付けられた
前記吸込口２５の内径よりも大きくなり、その結果、前記吸込パイプ１０として、安価な
押し出し成形パイプを使用した場合でも、清掃作業中に、前記吸込パイプ１０が不意に抜
け落ちてしまうような不都合を、確実に防止できる。
【００１９】
また、前記矯正補強スリーブ１２は、特に、その大径側端部１２ｄに、鍔状部１２ｂが設
けられていることにより、より変形しにくくなり、前記吸込パイプ１０の補強材としての
役目も果たす。
以上、本発明の一実施形態について詳述したが、本発明は、前記実施形態に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に記載された発明の精神を逸脱しない範囲で、設計において
、種々の変更ができるものである。
【００２０】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように、本発明に係る手持式クリーナーは、前記吸込パイプと
して、安価な押し出し成形パイプを使用でき、しかも、清掃作業中に吸込パイプが不意に
抜け落ちてしまうことを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る手持式クリーナーの一実施形態を示す斜視図。
【図２】図１に示される手持式クリーナーの吸込口周辺を示す拡大縦断面図。
【図３】図２の III－ III矢視断面図。
【図４】図１に示される手持式クリーナーにおける吸込パイプ取付構造に関する作用説明
に供される図。
【図５】従来の手持式クリーナーの一例を示す斜視図。
【図６】図５に示される手持式クリーナーの吸込口周辺を示す拡大断面図。
【図７】図５に示される手持式クリーナーにおける吸込パイプ取付構造に関する作用説明
に供される図。
【符号の説明】
１…手持式クリーナー
３…空冷２サイクル内燃エンジン（原動機）
５…ブロワー
１０…吸込パイプ
１０ａ…基端部
１２…矯正補強スリーブ
１２ａ…係止突起
１２ｂ…鍔状部
１２ｃ…小径側端部
１２ｄ…大径側端部
２０…ファンケース
２５…吸込口
３０…バンド
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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